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第１１回檜原村じゃがいも品評会を開催しました
　令和４年７月２８日（木）に３年ぶりとなる第１１回檜原村じゃがいも品評会が開催されました。

今年は、２１名の方から１２品種４１点とたくさんの出品をいただき、それぞれの品質も格段に向

上しており順位のつけがたい秀逸なものばかりでした。

　今年の入賞者は、下記の方々です。おめでとうございました。

金賞　檜原村長賞
（品種：オイネイモ）

大久保　安　廣さん（数馬上）

金賞　東京都農業改良普及事業協議会長賞
（品種：キタアカリ）

髙　橋　市太郎さん（夏地）

金賞　西多摩農業改良普及事業協議会長賞
（品種：ホッカイコガネ）

中　村　賢　次さん（数馬上）

金賞　秋川農業協同組合代表理事組合長賞
（品種：メークイーン）

井　上　順　一さん（上川乗）

金賞　東京都農業会議会長賞
（品種：赤じゃが）

清　水　恒　道さん（下川乗）

銀　賞 品種：ダンシャク 幡野　知則さん（宮ケ谷戸）
銀　賞 品種：アンデスレッド 山本　俊三さん（上川乗）
銀　賞 品種：キタアカリ 市川　徳壽さん（千足）

銅　賞 品種：シンシア 井上　順一さん（上川乗）
銅　賞 品種：メークイーン 田中　惣次さん（笹野）
銅　賞 品種：ダンシャク 田中　惣次さん（笹野）
銅　賞 品種：さやか 清水　満男さん（笛吹）
銅　賞 品種：ダンシャク 井上　順一さん（上川乗）
銅　賞 品種：キタアカリ 宇田　俊史さん（出畑）
銅　賞 品種：メークイーン 森田　久雄さん（千足）
銅　賞 品種：オイネイモ 清水　満男さん（笛吹）

　来年度も開催する予定ですので、ぜひご出品ください。
◎問い合わせ先　産業環境課農林産業係　内線 129・130

審査のようす 金賞　檜原村長賞 坂本村長（左）と大久保氏（右）
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産業廃棄物等処理施設について
　檜原村人里地内（民有地）に産業廃棄物等の焼却施設の設置計画がされているこ

とについて、村民による反対署名や村議会での反対表明がありましたが、村長や村

では意思表明をしないのかと言った問い合わせが多く寄せられていますので、ご報

告します。

　産業廃棄物等処理施設の設置については、法律により村長の意見によって許可を

与えたり、不許可にすることはできません。

　現在、東京都において事業者から出された計画書等について、専門家意見聴取・

実質審査が進められていますが、審査の結果、基準に適合している場合には、知事

は許可を出さなくてはならないと法律で定められております。

　毎日私たちが出すゴミを処理する重要な施設のひとつであると同時に、環境に多

大な影響を及ぼす恐れのある施設です。それゆえ国民の利便性と環境面との調和を

図ることが必要で、今後も東京都において各部門における専門家を中心とした委員

会において審議が尽くされ、今年の１１月末頃審議結果が出される予定です。

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線 127

〈広告〉
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令和４年　9月号

監査結果報告
　檜原村監査委員により下記の監査が行われました。
例月出納検査
１　審査の対象　令和４年度６月分　檜原村一般会計及び７特別会計
２　審査の期日　令和４年７月２７日（水）
３　審査の手続　�会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか会計毎に調書を作成し、現

金の出納及び保管の状況を検査する。
４　審査の結果　�令和４年度６月分、一般会計及び７特別会計を検査した結果、伝票、証拠書類等正

確に整理されており指摘事項もなく良好であり、正確に執行されていた。

◎問い合わせ先　議会事務局議事係　内線 311

檜原温泉センター【数馬の湯】
臨時休業のお知らせ

　設備工事・点検等のため下記の期間を臨時休業といたしますのでお知らせいたします。
●令和４年９月２６日（月）から３０日（金）まで

「西多摩フェア」を開催します
　西多摩地域８市町村（青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞
穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町）は、西多摩の魅力を一体となっ
て発信する「西多摩フェア」を開催します。
　当日は８市町村の公式キャラクターも大集合します。ぜひお越しく
ださい。

日時　令和４年９月２４日（土）、２５日（日）
　　　１０時～１６時
場所　イオンモール日の出　専門店街１階
内容　観光情報ＰＲ、特産品販売、公式キャラクター大集合　等

※�今後の新型コロナウイルス感染症の状況により開催の可否や内
容等に変更が生じる場合があります。

◎問い合わせ先　産業環境課観光商工係　内線１２２・１２８

◎問い合わせ先　�檜原温泉センター数馬の湯　℡０４２‐５９８-６７８９�
産業環境課観光商工係　　　内線 122・128
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～今月の納期～
９月３０日（金）です

・固定資産税第３期
・国民健康保険税第３期
・介護保険料第３期
・後期高齢者医療保険料第３期
納め忘れのないようにお願いいたします。

１０月の人権・行政相談
対 象 者　村内在住の方　　　　　　　　　　　　相談方法　面談による相談
日 　 時　１０月１３日（木）午後１時～３時　　場 　 所　檜原村役場３階　住民ホール

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　内線１１１・１１４

９月の消費生活相談
一人で悩まずご相談ください［秘密厳守］

　商品やサービスの契約・販売で疑問や不審に思うことについて、専門の相談員がお話をうかがい、
不安解消や問題解決のお手伝いをいたします。相談内容や個人情報などの秘密は厳守しますので、
安心してお越しください。
相談できること

　その他、消費生活全般について気になっていること、不安に思っていることなどお気軽にご相談ください。

日 　 時　９月２１日（水）午後１時～３時　　　場 　 所　檜原村役場３階　３０２会議室

電話勧誘販売　訪問販売　通信販売　一方的な商品の送り付け
心当たりのないインターネットの請求　契約トラブル　多重債務

◎問い合わせ先　産業環境課観光商工係　内線１２２

〈広告〉

代表取締役　吉 澤 伸 行
檜原村2733-2

日の出町事務所・工場　TEL 597-0984
E-mail:yoshizawa-k@kve.biglobe.ne.jp

建築一式工事業

弁護士による無料法律相談のお知らせ
　日常の暮らしの中で困っていること、心配ごと、悩みごとなどありませんか。
　ささいなことでも結構です。みなさんのよりよい暮らしのために相談してみてはいかがでしょうか。
対 象 者　村内在住の方
日　　時　１０月１４日（金）午後１時～４時（受付時間は午後０時５０分～３時３０分）
場　　所　檜原村役場３階　住民ホール　　　　　相談方法　面談による相談

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　内線 111・114
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令和４年　9月号

予約による年金相談について
年金相談・お手続きの際は予約相談をご利用ください。
ご予約いただくと
　①お客様のご都合にあわせて、スムーズに相談できます！
　②相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ、丁寧に対応します！
予約の申し込みは「予約受付専用電話」へ！　　☎０５７０―０５―４８９０
　〈予約受付番号受付時間〉　月曜日～金曜日（平日）午前８時３０分～午後５時１５分
〇予約相談希望日の１か月前から前日まで受付しています。
〇ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。
〇お近くの年金事務所でも受付しています。　　☎０４２８―３０―３４１０

◎問い合わせ先　青梅年金事務所　℡ 0428-30-3410

買い物ついでに！仕事のついでに！遊びのついでに！
マイナンバーカード出張申請サポート

（受付）を実施します！
マイナンバーカードの申請がお済みでない方必見！！
　お出かけついでに気軽にマイナンバーカードの申請などができる「マイナンバーカード出張申請
受付」を実施します。
　現在、最大で２０，０００円分のマイナポイントがもらえる、マイナポイント第 2弾も開始してい
ます。マイナポイントを受け取るために必要なマイナンバーカードの申請期限は、９月末までです。
　本人確認書類だけでなく、保険証としても利用できる便利なマイナンバーカードを、この機会に
申請してみませんか？
日　程：９月２４日（土）、２５日（日）
時　間：午前１０時～午後４時
場　所：イオンモール日の出　専門店街１階　レストラン街中央
費　用：無料
当日の流れ
①受付　
②専用の端末機で申請データ作成と写真撮影　
③申請データ送信
※�当日の手続きはマイナンバーカードの交付申請のため、カードの受け取りは後日です。申請後、
カードの受け取りまで１～２か月程度かかります。

持ち物　ＱＲ付き個人番号カード交付申請書
※�紛失された方は、役場で専用の申請書を発行します。本人確認書類をお持ちになり、役場で申
請してください。（郵送も可能です。詳細はお問い合わせください。）

※新型コロナウイルス感染状況により中止となる場合があります。

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　内線１１１・１１４
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後期高齢者医療保険制度に
関するお知らせ

（１）窓口負担割合見直しに伴う２回目の被保険者証の更新について

　令和４年１０月１日からお使いいただく新しい保険証（水色）は、９月中旬頃に住民票に記

載された住所または東京都後期高齢者医療広域連合に届けのある送付先に「簡易書留」「転送

不要」扱いで送付いたします。このため、受取人が郵便局に転居届を出されていても郵便物は、

転送されませんので、住民票に記載された住所以外の場所へ送付を希望される方は、村民課村

民保険係にご相談ください。

　現在お使いの保険証（藤色）は、有効期限が過ぎた１０月１日以降、個人情報に留意の上ご

自身で破棄していただくか、村民課村民保険係までご返却ください。

◎令和４年１０月からの自己負担割合について

　令和４年８月から令和５年７月末までの自己負担割合は、令和４年度住民税課税所得に基づ

き判定しています。窓口２割負担の導入に伴い、判定方法は次のとおりとなります。

○令和４年９月３０日まで

判定基準 区分 自己負担割合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
１４５万円以上の方がいる場合

現役並み所得者 ３割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも１４５万円未満の場合

一般所得者等 １割

○令和４年１０月１日から

判定基準 区分 自己負担割合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
１４５万円以上の方がいる場合

現役並み所得者 ３割

く
ら
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令和４年　9月号

（２）高額療養費支給事前申請書（配慮措置施行対応）の送付について
　２割負担対象者の急激な自己負担額の増加を抑えるために、令和４年１０月１日から令和７

年９月３０日までの３年間について、外来医療の負担増加額の上限を１か月あたり最大�

３，０００円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給する配慮措置が

開始されます。

　この配慮措置の開始に伴い、令和４年１０月１日から自己負担割合が「２割」となる方で、

これまでに高額療養費の口座登録されていない方に対して、高額療養費支給事前申請書を令和

４年９月中旬頃に東京都後期高齢者医療広域連合からお送りする予定です。

◎問い合わせ先　村民課村民保険係　内線１１６・１１９

〈広告〉

ICHIKEN

檜原村2877

TEL 042－598－0513
FAX 042－598－0047

一般土木工事一式24時間年中無休で安心をお届けします
◆営業品目◆
各種消火器・住宅用火災警報器・防災用品
消防設備保守点検・防火対象物点検・避難設備
自動火災報知設備及び消火設備設計施工

〒190-0021  立川市羽衣町3-27-19

TEL 042－523－3337代
FAX 042－525－3302

http：//www.kousaikai.com

以下の①②の両方に該当する場合
①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が
２８万円以上１４５万円未満の方がいる

②「年金収入」＋「その他の合計所得金額」
の合計額が
・被保険者が１人　　　　　　２００万円以上
・被保険者が２人以上　　合計３２０万円以上

一定以上
所得のある方

２割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が
いずれも２８万円未満の場合

または、上記①に該当するが②には該当しない場合
一般所得者等 １割

※住民税非課税世帯の方は１割負担となります。

く
ら
し
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国民健康保険特定健康診査
後期高齢者医療制度被保険者の健康診査

　国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度被保険者を対象とした「健康診査」を実施してい

ます。

　今年度は、下記の日程まで医療機関健診を実施していますので、お申込みください。

◎対象者　・檜原村国民健康保険の被保険者で４０歳から７４歳までの方

　　　　　・檜原村後期高齢者医療制度の被保険者の方

◎申込方法及び健診場所

実施場所　檜原診療所

実施日時　�令和４年１２月２３日（金）までの月曜日～金曜日（木曜・祝日除く）�

午前８時３０分～１１時

申込日時　令和４年１２月９日（金）まで

　　　　　午前８時３０分～正午、午後１時～４時３０分

申 込 先　檜原村村民課村民保険係　　電話０４２－５９８－１０１１

※健康診査当日は、午前８時３０分までに診療所で受付をしてください。

実施場所　日の出ヶ丘病院

実 施 日　令和５年２月２８日（火）までの月曜日～金曜日（祝日除く）

申込日時　令和５年２月１０日（金）まで

　　　　　午前８時３０分～正午、午後１時～４時３０分

申 込 先　日の出ヶ丘病院　　電話０４２－５８８－８６６６

※受診時間等の詳細につきましては、直接病院にお問い合わせください。

◎健康診査費用　無　料

※�健康診査は、完全予約制です。健康診査当日の申込みは受付できませんので、必ず事前にお

申込みください。

の医療機関受診のお知らせ
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守っていますか？？ごみ出しのマナー
ごみの出し方について、もう一度ご自分の出し方をチェックしてください。

１．決められたごみの日・時間に出していますか？
　�　収集日の朝８：００までに出すようにお願いします。
　�　ごみを出す際に獣やカラスなどに荒らされてしまいますので、ごみネットをしっ
かり掛けてください。
　�　資源は正しい収集日に出さないと、長期間放置され衛生的にも景観的にも良くあ
りません。

２．水分の多い生ごみをだしていませんか？
　�　生ごみの約８０％は水分なので、水切りを行えばごみの減量につながります。また、水切り以
外にも生ごみ処理機器を使用すると堆肥化や乾燥させることで畑・菜園の肥料として使えるので
ごみの減量につながります。
　�　村では、生ごみ処理機器の購入費に補助金を交付しています。随時受付をしていますのでご利
用ください。

３．びん・缶・ペットボトルを出すときに中を洗っていますか？
　�　資源になるびん・缶・ペットボトルは汚れていると資源にすることができません。出す際には、
必ず中を洗ってから出すようにしましょう。また、ペットボトルは、ラベル・キャップをはずし
てからつぶして出してください。はずしたラベル・キャップは可燃ごみへ出してください。

４．可燃ごみの中に「びん」や「缶」を入れていませんか？
　�　可燃ごみの袋にびんや缶を入れて出すと、処分ができません。必ず分別してから出してください。

５．「布」、「紙」は濡れないようにお願いします。
　�　布・紙資源収集日が雨だった場合は、ビニールやシートをかけるなどのご協力をお願いします。
濡れてしまうと資源にならなくなってしまいます。

６．不燃ごみ・有害ごみの分別はされていますか？
　�　不燃ごみは処理施設で破砕・選別を行い、ごみと資源の分別を行っています。粉砕する過程で
卓上カセットコンロのボンベなど危険物を混ぜて出すと引火の恐れがあるため、大変危険です。
必ず混ぜて出さずに分別してください。また、卓上カセット
コンロのボンベやライターなどは「有害ごみ」となりますので、
有害ごみ専用袋に入れて出してください。

　�　ごみの出し方について、分からない事がありましたら村で
発行した「檜原村ごみの出し方」を確認するか役場までお問
合わせください。また、有害ごみ専用袋は役場産業環境課の
窓口にあります。

　　ご面倒でもしっかりとごみの分別をお願い致します。

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線１２３
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檜原村高齢者等ごみ収集支援事業
をご利用ください！

　この事業は、ごみ出しが困難な高齢者や障害者の方などを対象に、ごみや資源を玄関先まで戸別
収集に伺うサービスです。ご利用には申請が必要です。
利用対象者
　◆利用対象者は、次の（１）～（４）項目をすべて満たした方となります。
　（１）村内に住所を有する方
　（２）自らごみ等をごみ収集所まで排出することが困難な方
　（３）ご近所の方や身内の方等、他にごみ出しの協力を得ることができない方
　（４）次のいずれかに該当する方
　　①�要支援もしくは要介護と認定された方又は同等の状態を認められる方でお

おむね６５歳以上のひとり暮らしの高齢者または、６５歳以上方のみで構
成されている世帯の方

　　②�ひとり暮らしの障害者または障害者のみで構成されている世帯の方
　　③�７５歳以上のみで構成されている世帯の方
　　④�その他村長が必要と認めた方
対象とならない方
　・檜原村ごみ収集業務によるごみ収集の対象となっていない地域にお住まいの方
　・収集車輌がご自宅の近くまで行けない地域にお住まいの方（道路より概ね１００ｍ以内）
ごみ・資源の収集日と出し方
　◆ごみ・資源の収集日
　　収集日は週１回です。（地域により下表の曜日に収集します。）

収　　　　集　　　　地　　　　区 収集日（毎週）
東部地区（下元郷、上元郷、本宿（時坂）、笹野、茅倉、千足） 月　曜　日
南部地区（柏木野～数馬） 木　曜　日
北部地区（中里～藤倉） 金　曜　日

　　※年末年始（１２／２８～１／３）は収集を行いません。
　◆ごみ・資源の出し方
　週１回の収集日に、すべてのごみ・資源を玄関先に出して下さい。
　（※品目ごとに分別し、これまでと同じように専用袋等でお出し下さい。）

可燃ごみ（生ごみ、プラスチック類、皮革類、ゴム・ビニー
ル類等）

専用袋で出す。

不燃ごみ（陶磁器類、ガラス類、鋭利な金属） 専用袋で出す。

有害ごみ（電池、スプレー缶、ライター、蛍光灯等） 専用袋で出す。
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令和４年　9月号

資源①（缶、ビン、ペットボトル等） バケツなどで出す。

資源②（新聞紙、雑誌、ダンボール、衣類など布類） ひもで束ねて出す。

小型家電（資源）※使用済小型電子機器 バケツなどで出す。

支援事業の利用申請について
　◆申込窓口と申請方法
　　やすらぎの里　福祉けんこう課窓口・檜原村役場　産業環境課窓口
　�　申請書に所定事項をご記入の上、上記申込窓口へ申請して下さい。窓口に持参できない場合には、
郵送で申請することも可能です。
　　※申請書は役場ホームページでもダウンロードできます。
その他にこんなサービスも
　◆定期的にごみや資源が出ていなかった場合、安否確認のために声を掛けさせていただきます。

◎問い合わせ先　福祉けんこう課福祉係　℡ 042-598-3121
　　　　　　　　Eメール：fukusi@vill.hinohara.tokyo.jp
　　　　　　　　〒190-0211　東京都西多摩郡檜原村2717
　　　　　　　　産業環境課生活環境係　℡ 042-598-1011　内線 123
　　　　　　　　Eメール：kankyou@vill.hinohara.tokyo.jp
　　　　　　　　〒190-0212　東京都西多摩郡檜原村467-1

１人１日ごみ排出量（資源を除く）

※ごみの分別方法が変更となった平成２６年を起点としています。

皆様一人ひとりが毎日出しているごみの量をグラフにしたものです。

　　　　　　　　○資源になる物は必ず資源へ！
　　　　　　　　○粗大ごみにする前に再利用や譲り合いを！
　　　　　　　　○ごみの出し方で迷ったら生活環境係へ

ごみの減量には、皆様のご協力が必要です。
ごみと資源の分別をお願いします！
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◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線 123・127
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台風の影響によるごみ収集の中止について
　　台風で土砂災害が発生した時など、道路状況により翌日のごみ収集ができない場合があります。
　村民の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線 123

電動アシスト付き自転車の排出時の
注意事項について

　電動アシスト付き自転車を排出する場合は、必ずバッテリーを取り外して「粗大ごみ」で出して
ください。
　また、取り外したバッテリーは、購入した販売店に相談していただくか「有害ごみ」として排出
してください。

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線 123

浄化槽をお使いのみなさまへ
　１０月１日は、「浄化槽の日」です。
　浄化槽は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に必要な施設です。しかし、適正な維持管理を行
わなければ十分に機能を発揮できません。そこで、浄化槽法では、浄化槽を使用する方が年１回行
うべき３つの義務を定めています。
　①　保守点検
　　（都に登録した専門業者が定期的に実施する点検作業）
　②　清　　掃
　　（村の許可を受けた業者が実施する浄化槽の清掃作業）
　③　法定検査
　　�（知事が指定した機関が実施する①と②の状況を客観的に判断する検査）
　皆様が気持ちよく生活できるよう、①～③を実施し、適正な維持管理をお願いします。
　また、下水道接続により浄化槽の使用を廃止した場合は、３０日以内に届出を行うよう、お願い
いたします。

◎問い合わせ先　東京都多摩環境事務所　廃棄物対策課浄化槽担当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡ 042-528-2692（直通）
　　　　　　　　檜原村産業環境課生活環境係　℡ 042-598-1011　内線 123
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下水道への接続工事はお早めに
　下水道を使用できる区域のご家庭は、一日も早く下水道への接続工事をお願いいたします。

　下水道を使用できるようになると、対象区域のご家庭は、自己負担で下水道への接続工事をする

ことになります。浄化槽を使用のご家庭は浄化槽を廃止し下水道への接続を、また汲み取り便所を

使用しているご家庭は水洗便所に改造し、下水道への接続をお願いいたします。

　下水道を使用できるようになってから３年を過ぎると、汲み取り便所の汲み取り手数料が有料に

なります。また、浄化槽の清掃補助が打ち切りになり、排水設備工事（下水道接続の水洗便所改造

資金）の助成制度も受けられなくなります。

　また、皆さんが私有地内に設置する排水設備は、公の施設である公共下水道に直結するため、適

切な工事を行うことが必要です。このため、一定の技術水準がある村指定の工事店でないと工事が

できませんので注意してください。指定工事店の一覧は、檜原村ホームページで公表しています。

また、産業環境課窓口にて一覧表を配布していますので、お気軽にお問い合わせください。

　環境衛生の向上、秋川の水質保全のため、お早めに接続するようご協力をお願いいたします。

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線 121・127

下水道に油を流さないでください
　下水道に油を流すと、ご家庭の排水設備や村で整備した下水道管などに油が付着し、流れにくく

なったり、悪臭の原因になります。また、東京都が管理している終末処理場（水再生センター）の

処理能力を低下させるなど、下水道施設全体に悪影響があります。

　このため、ご家庭で油を使用した場合は、次の点に留意するよう心がけてください。

○�使用した油は、新聞紙などで吸い取るか、油を固める製品を使い、固形化して燃やせるごみとし

て出してください。

○�ナベや皿についた油汚れは、ふき取ってから洗ってください。

　もし、ご家庭の排水設備が詰まってしまった場合は、自己負担で修理していただくこととなります。

　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

◎問い合わせ先　産業環境課生活環境係　内線 121・127
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西多摩地区心身障害者（児）
巡回相談（無料）の実施について

　心身障害者（児）巡回相談を下記のとおり実施いたします。
　この相談では、身体障害者手帳・補装具の交付などに必要な診断が無料で受けられます。　
　相談を希望される方は、福祉けんこう課福祉係までお申し込みください。（定員がありますので、お早め
にお願いいたします。）
開 催 日　１０月２７日（木）
会　　場　西多摩福祉事務所（青梅合同庁舎）
実施種目　肢体不自由のみ
申込期間　９月１日（木）～９月１２日（月）

◎申し込み・問い合わせ先　福祉けんこう課福祉係（やすらぎの里内）　℡ 042-598-3121

老人クラブ社会奉仕の日　９月２０日
　老人クラブは全国各地域において日常的に奉仕活動を推進しています。
　全国一斉に９月２０日を「社会奉仕の日」として、地域社会に対する感謝を表すため、環境美化活動に取
り組みます。
　檜原村高齢者クラブ連合会では道路・会館・バス停・神社・登山道などの清掃やその敷地の草むしり、草
刈り等を各地区において行います。また、環境にやさしい活動としてマイバッグ持参、節電などのエコ活動
にも積極的に取り組みますので、地域住民の方のご理解とご協力をお願いいたします。
　なお新型コロナウィルス感染拡大防止の為、中止又は変更する場合もございますので予めご承知おきくだ
さい。

◎問い合わせ先　檜高連事務局　檜原村社会福祉協議会　℡ 042-598-0085

９月の栄養相談
【日時】　�９月１４日（水）� �

９月２８日（水）� �
午前９時３０分～午後３時

【会場】　�やすらぎの里　保健センター� �
（けんこう館２階）

　ご自身やご家族の栄養についての疑問や食事
療法などについて、栄養士・保健師がご相談に
応じます。

１�０月の�
精神保健巡回相談

【日時】　�１０月２７日（木）� �
午後２時～４時３０分

　ご自身やご家族等のこころの健康について、
専門医と保健師がご自宅に訪問して相談に応じ
ます。秘密は厳守いたします（費用無料）。

★ご利用される場合には、ご予約が必要となります。詳細につきましては、お問い合わせください。

◎問い合わせ先　福祉けんこう課けんこう係（やすらぎの里内）　℡ 042-598-3121
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高齢者等買い物支援事業について
　村では、高齢者や障害者が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けられるよう、買い物の支援を

行っています。

○内容

　買い物支援事業は、外出が困難な高齢者や障害者の方を対象に、注文した食品や日用品を協力店

が自宅までお届けするサービスです。配送の際には声をかけるなどし、見守りの機能も兼ねており

ます。また、電池や電球の交換等、簡単な作業もお手伝いします。　配送にかかる費用の負担はあ

りません。

○協力店一覧

事業所名 代表者 住所 電話番号

東屋商店 久保田　一弘 檜原村２７４４番地 ０４２－５９８－００４８

合資会社西川屋 小林　隆則 檜原村２０３５番地３ ０４２－５９８－６０７０

松坂屋商店 大久保　真一 檜原村２４６２番地２ ０４２－５９８－６０５５

角屋商店 髙木　伸雄 檜原村７５６６番地 ０４２－５９８－０１８０

森の風゜ 濵中　多夫 檜原村１８番地 ０４２－５９８－１６８５

� （登録順で掲載）

○利用対象者

　檜原村に居住し、次のいずれかに該当する方

　①６５歳以上の高齢者のみで構成されている世帯の方

　②身体障害者手帳の交付を受け、その程度が１級若しくは２級の方

○申し込み場所

　福祉けんこう課福祉係（やすらぎの里内）

※�お申し込みの際にやすらぎの里までお越しいただくことが難しい方がおりましたら、気軽にお電

話ください。自宅まで申請用紙をお持ちいたします。

◎問い合わせ先　福祉けんこう課福祉係（やすらぎの里内）　℡ 042-598-3121
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こちら包括支援センターです！！
　９月２１日は世界アルツハイマーデーです。国際アルツハイマー病協会が１９９４年のこの日、

国際アルツハイマー病協会第１０回国際会議を機に、世界保健機構（ＷＨＯ）の後援を受けて「記

念日」として宣言しました。

　毎年、世界の７０以上の国や地域で、認知症に関する理解の向上を図るため、様々な活動が展開

されております。

　また、９月を「アルツハイマー月間」とし、国内各地の建造物などをオレンジ色にライトアップ

して認知症への理解を呼び掛けています。

　認知症を理解し、予防するために私たちにできること

　認知症を予防するため、また、認知症になっても住み慣れた地域で生活できるよう、認知症に対

する正しい知識を得ることが大切です。村では、各地域に出向いて認知症予防教室を開催しています。

自治会、高齢者クラブ、ご近所の集まりでも依頼があれば講師を派遣いたします。

　私たちにもできることから始めませんか？

◎問い合わせ先　檜原村地域包括支援センター（やすらぎの里内）　℡ 042-598-3121

９月２４日から９月３０日までは�
結核予防週間です

　結核は過去の病気ではありません。日本は他の先進国と比較し結核の発生が多い国です。都内で

も２０２０年に１５８９人が新たに結核と診断されています。西多摩保健所管内では２０２１年に

３７人の患者が結核と診断されました。結核の初期症状は、風邪とよく似ています。「咳やたんが２

週間以上続く」ときには、結核も疑って早めに医療機関を受診しましょう。

　特に高齢者では症状が出ない場合もありますが、ご自身の健康管理のために、毎年１回は健康診

断等で胸部エックス線検査を受けましょう。

◎問い合わせ先　西多摩保健所感染症対策担当　℡ 0428-22-6141
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令和４年　9月号

一般建築・リフォームのことなら
なんでもご相談下さい！！
一般建築・リフォーム

株式会社 光壽建築
代表取締役　野村　良和

〒190-0212 東京都西多摩郡檜原村435-2
TEL 042-598-0870
FAX 042-598-1300

光
壽

消防・防災全般
備えあれば憂いなし！

消火器・住宅用火災警報器・消防ポンプ・消防団
用品・防災用品全般販売・消防設備設計・施工・
保守点検・建築設備・防火対象物点検

株式会社　きしの防災

E-mail k.bousai@if-n.ne.jp

〈広告〉

檜原村子ども家庭支援センターからのお知らせ

子ども家庭支援センターは
家族みんなが笑顔で過ごせること

を応援します
　脳科学の研究者は「虐待」という言葉がもつ響きは強烈で、ときにその本質を見失うおそれがあ

るため、強者である大人から、弱者である子どもへの不適切なかかわり、不適切な養育を「虐待」

とは呼ばずに「マルトリートメント」と呼んでいます。

　「虐待」という言葉では、隔たったイメージが先行し、「自分の家族の問題には当てはまらない」と、

思われてしまいがちで、実際に子どもに対して非常に不適切な行為をしていても、「虐待というほど

ではない」と考えるせいで、行為そのものが見過ごされてしまう可能性もあるようです。

　親が必死で子育てをし、子どものためを思ってしていることが、「不適切な養育」にあたる場合も

あります。その行動について「虐待」というレッテルを貼り、親の人格を否定することはあっては

ならないことですが、その一方で、大人の不適切な行為が軽かろうが弱かろうが、子どものためだ

と思ってした行為であろうがなかろうが、傷つける意図があろうがなかろうが、子どもが傷つく行

為は、すべて「マルトリートメント」です。そして、「マルトリートメント」をしてしまったら、わ

れわれ大人は行為を認め改める必要があります。

◎問い合わせ先　檜原村子ども家庭支援センター　℡ 042-598-3122
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檜原村ファミリー・サポート・センター事業�
登録会員募集

　この事業は、子育ての手助けが必要な方（利用会員）と子育てを手伝ってくださる方（協力会員）
が会員となり、地域の中で助け合いながら子育てをする会員組織です。
　下記のとおり会員を募集しますので、希望される方は子ども家庭支援センターまでご連絡くださ
い。

会員の種類・資格
　○利用会員（子育ての手助けが必要な方）
　�　村に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）による届出をしている方で概ね生後６か月か
ら小学校４年生までの子どもを持つ保護者
　○協力会員（子育てを手伝ってくださる方）
　�　村に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）による届出をしている方で２０歳以上の健康
な方
　○両方会員
　　利用会員と協力会員の両方を兼ねてできる方

活動内容
　①　保育施設まで子どもの送迎をする。
　②　保育施設の保育開始前や終了後、子どもを預かる。
　③　学校の放課後または児童館終了後、子どもを預かる。
　④　保護者等の病気や急用等の場合に子どもを預かる。
　⑤　冠婚葬祭や子どもの学校行事の際、子どもを預かる。
　⑥　その他
　　＊　子どもを預かる場合は、原則として協力会員の自宅で行う。
　　＊�　支援活動は、早朝、夜間にわたることもありますが、原則として子どもの宿泊は行わない。

報酬基準

平　　　　　日
午前７時から午後７時 １時間あたり　７００円

上記以外 １時間あたり　９００円
土・日・祝祭日 終日 １時間あたり　９００円

＊利用会員は、預かってもらった時間数に応じて報酬を協力会員に支払います。

会員になるには
　子ども家庭支援センター（やすらぎの里内）にあります入会申込書に必要事項をご記入の上、ご
提出ください。特別な資格などはありませんが、会員の方が安心して育児に関する相互援助活動が
行えるよう、センターでは会員を対象に育児に関する知識・技術を身につけるための講習会を実施
する予定です。

◎申し込み先　檜原村子ども家庭支援センター（やすらぎの里内）　℡ 042-598-3122
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令和４年　9月号

秋川流域病児・病後児保育室�
「ぬくもり」について

▽内容　�病児・病後児保育室は、病気中や病気の回復期にあり、保護者が仕事などにより家庭で保育を行う
ことが困難なお子さんをお預かりする施設です。あきる野市、日の出町、檜原村の３市町村内にお
住まいのお子さんが利用できます。

　　　　※�上気道炎症状（発熱、咳、頭痛、全身倦怠感などの風邪症状）及び消化器症状（下痢、腹痛、吐
き気、嘔吐などの症状）があるお子さんの受け入れは、PCR検査で陰性と確認された場合に予
約を受け付けます。また、ご利用される方は以下のことにご理解とご協力をお願いいたします。

　　　　１．�医師連絡票の記入については、PCR検査を受けた医療機関で行うようお願いいたします。
　　　　２．�予約時にお子さんの症状やご家族の健康状態などを確認させていただきます。
　　　　３．�保育室にお越しの際は、保護者の方及びお子さん（２歳以上）はマスクの着用と入口での手指

の消毒をお願いいたします。
▽愛称について　�「ぬくもり」とは、子どもたちが、親や保育室のスタッフなど人の温もりに触れ、保育室

内の多摩産の木材やその間から差し込む柔らかな木漏れ日などの温もりを感じながら、快
方に向かってほしいという意味が込められています。

▽日時　月曜～金曜日　午前８時～午後６時（祝日、年末年始を除く）
▽場所　公立阿伎留医療センター敷地内北側（あきる野市引田７９－１）
▽対象　�３市町村内に在住で、病気のため集団保育ができない、かつ、保護者がけがや病気、勤務などの都

合により家庭で保育を行うことができない、生後６か月から小学校３年生までの児童
▽定員　１日当たりおおむね６人
　　　　※定員に達しない場合は、３市町村以外の児童も利用できます。
▽費用　１日２千円（３市町村の児童）、１日４千円（その他の児童）
　　　　※食事や飲み物などの提供はありませんので、持参してください。
▽利用方法
　①あらかじめ利用する児童を登録（保護者との面接、施設説明、利用登録カードの交付など）
　②利用する時は、前日までにかかりつけ医を受診し、医師連絡票を受領
　③利用日の前日までに、医師連絡票などの必要書類を添えて申請（利用登録カードを持参）
　④利用日当日、「家族との連絡票」を提出し、利用
　※�感染症の場合など、受け入れには一定の条件があります。また、状況により受け入れできない場合があ
ります。詳しくは、事前登録の際に説明します。

▽利用登録の受付（予約制）
　・「ぬくもり」…午前８時３０分～午後５時（土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く）
　・福祉けんこう課…午前８時３０分～午後５時（土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く）
▽登録に必要な持ち物　�対象となる児童の住所が確認できる書類［母子健康手帳、乳幼児医療費助成制度医

療証（マル乳）など］、保護者の写真。詳しくは、利用登録の予約時にご案内します。
▽その他
　・「ぬくもり」には、駐車場と駐輪場があります。
　・�利用登録申請書等は、３市町村のホームページからダウンロードできるほか、福祉けんこう課窓口（や
すらぎの里内）に配置しています。

▽利用登録・申込み　秋川流域病児・病後児保育室「ぬくもり」

◎問い合わせ先　福祉けんこう課福祉係　℡ 042-598-3121
　　　　　　　　秋川流域病児・病後児保育室「ぬくもり」　℡ 042-518-7078
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９月は自殺対策強化月間です！�
「自殺防止！東京キャンペーン」

　東京都の自殺者数は、平成２３年をピークに減少傾向でしたが、令和２年及び令和３年は、前年と比較し
増加しました。また、新型コロナウイルス感染症による影響は、健康問題にとどまらず、失業や休業等によ
る就労環境の変化や、生活の不安定化等による心身面の不調など、都民生活のあらゆる面に拡大しており、
今後も自殺リスクの高まりが懸念されています。
＜特別相談＞
　相談受付時間の延長等を行います。いずれの窓口も、相談料は無料です。　
　※フリーダイヤル以外の相談先は、通話料・通信料がかかります。
　※０５７０で始まるナビダイヤルは、携帯電話の無料通話、かけ放題プラン等の対象外です。
（１）こころの悩み等についての電話相談
窓口名称【実施機関】 番号 特別相談期間
（全国）フリーダイヤル特別相談　
（東京）　
【ＮＰＯ　国際ビフレンダーズ　東京自
殺防止センター】　

０１２０－５８－９０９０
０３－５２８６－９０９０

８月２５日［木］～２９日［月］２０時～
３０日［火］１７時～
３１日［水］２０時～
いずれも翌２時３０分まで

有終支援いのちの山彦電話　
―傾聴電話―　
【ＮＰＯ　有終支援いのちの山彦電話】　

０３－３８４２－５３１１
９月の火・水・金・土・日・祝日
各日１２時～２０時　

自殺予防いのちの電話
【（一社）日本いのちの電話連盟】　

０１２０－７８３－５５６
９月１０日［土］８時～翌８時
９月１日［木］～３０日［金］
各日１６時～２１時　

東京都自殺相談ダイヤル　
～こころといのちのほっとライン～　
【東京都（ＮＰＯ　メンタルケア協議会）】　

０５７０－０８７４７８
９月１０日［土］～１４日［水］
各日２４時間　

（２）ＬＩＮＥ相談（８月２０日以降時間延長）
東京都福祉保健局公式ＬＩＮＥアカウント　相談ほっとＬＩＮＥ＠東京
「生きるのがつらいと感じたら…」メニューから相談を受け付けています。
利用方法等はホームページを御覧ください。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/tokyokaigi/rinji1/linesoudan.html

◎問い合わせ先　福祉保健局保健政策部健康推進課　℡ 03-5320-4298（直通）

〈広告〉
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令和４年　9月号

郷土資料館の臨時休館について
　郷土資料館では、展示室及び収蔵庫の燻蒸作業を行います。

　つきましては、下記期日は、臨時休館いたしますので、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の

程よろしくお願いいたします。

記

○資料館臨時休館期日　　令和４年９月５日（月）

◎問い合わせ先　檜原村郷土資料館　℡ 042-598-0880
教育課社会教育係　℡ 042-598-1011　内線 226

死亡叙勲のお知らせ
　元檜原村議会議長の下地龍二郎氏が令和４年５月２４日に逝去されたことに伴い、このたび「旭

日単光章」が授与されました。

　故下地龍二郎氏は、平成３年から１２年間、檜原村議会議員として、また、平成９年から４年間、

檜原村議会議長を務められ、村の発展に寄与された功績が評価されました。

公証週間
令和４年１０月１日（土）から７日（金）までの７日間

“未来への約束を、公正証書が守ります。”
　東京公証人会では、特設電話を設置して無料電話相談を実施し、期間中は、土曜と日曜も対応し

ます！

　詳しくは、お近くの公証役場や、東京公証人会（０３－３５０２－８０５０）までお問い合わせ

ください。

◆受付時間：午前９時３０分から正午まで

　　　　　　午後１時から４時３０分まで

◆特設電話番号：０３－３５０２－８２３９

　　　　　　　　東京法務局　東京公証人会

教
育
・
文
化

教育・文化

その他
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９月９日は救急の日です
　「９（きゅう）９（きゅう）」の語呂合わせから、厚生労働省と総務省消防庁は、昭和５７年（１９８２
年）よりこの日を救急の日と定めています。救急についての関心や理解を深めるきっかけにしてほ
しい日です。
　救急とは、急な病気やケガをした人に応急の手当てをすることで、早く病院へ行かないと大変な
ことになりそうな時に、みなさんも救急車を呼ぶかと思います。
　しかし、救急車の数は限られており、ちょっとしたケガや自分で病院へ行くことができる方が使
うと、命の危険が迫っている人への到着
が遅れ、助かる可能性が低下していきま
す。
　もし、「救急車を呼んだ方がいいのか
な？」、「今すぐ病院へ行った方がいいの
かな？」など迷ったら、東京消防庁救急
相談センター「＃７１１９」で、２４時
間年中無休で電話相談することができま
す。限りある救急車の適正利用にどうぞ
ご協力下さい。

◎問い合わせ先　秋川消防署檜原出張所　℡ 042-598-0119

「ハローワーク青梅
合同就職面接会ｉｎ福生」のご案内

　ハローワーク青梅では、就職を希望される方を対象とした就職面接会を開催いたします。
　多くの方のご参加をお待ちしております。
＊開催日時　令和４年９月２９日（木）
　　　　　　午後１時３０分～４時（受付　午後１時～３時）
　　　　　　　・参加企業ＰＲタイム　午後１時３０分～１時５０分
　　　　　　　・企業との面接　　　　午後１時５０分～４時
＊会　　場　福生市民会館 ３階　福生市福生２４５５（ＪＲ青梅線牛浜駅下車　徒歩５分）
＊対 象 者　西多摩地域で就職を希望される方
＊参加企業　１０社（予定）
　　　　　　参加企業の情報は、ハローワーク青梅ホームページにて９月上旬に掲載いたします。
＊持 ち 物　複数枚の履歴書（複数の企業の人事担当者と直接面接ができます）・筆記用具

◎問い合わせ先　ハローワーク青梅職業相談コーナー　℡ 0428（24）9163

そ
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他
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令和４年　9月号

令和４年度会計年度任用職員�
（パートタイム）募集

◆募集する職種及び人員

職種 業務内容 勤務時間等 勤務先
一般事務（若干名） パソコンを使った

事務作業等
月曜日～金曜日の
週２～３日程度
午前９時～午後５時

檜原村役場

◆応 募 期 間　令和４年９月６日（火）～令和４年９月２２日（木）

　　　　　　　土・日・祝日を除く午前８時３０分～午後５時

◆勤務開始日　令和４年１１月１日（火）

◆報 　 　 酬　規定の報酬を支給

◆選 考 方 法　書類審査、面接

◆応 募 方 法　�令和４年９月２２日（木）までに総務課で配布、又は、檜原村ホームページに掲載

された「令和４年度檜原村会計年度任用職員申込書」に必要事項を記入の上、総務

課総務係まで提出してください。なお、提出された書類は返却いたしません。

◎問い合わせ先　総務課総務係　内線 213・216

令和５年度 （公財）東京市町村自治調査会�
広域的市民ネットワーク活動等事業の助成団体募集
　「多摩地域を元気にしたい！」そんな市民活動を行っている皆さんのイベントや事業を応援します。
市町村の枠を越えて行われる多摩地域の市民交流やまちづくりの推進につながる事業（文化・スポー
ツ・環境 • 福祉 • 生涯学習・子育て・防災活動等の発表の場等）について、活動経費の一部を助成
します。
申請期間　令和４年１０月１７日（月）～１２月１日（木）
助 成 率　助成対象事業費の５０％（１００万円を超える金額は１０％）で１２０万円以内
　　　　　※助成条件等詳しくは下記へお問い合わせください。
○新規団体向け説明会
日　　時　令和４年１０月２０日（木）午後６時～
　　　　　※令和４年１０月１８日（火）までに要申込
場　　所　多摩交流センター第３会議室（府中市寿町１－５－１府中駅北第２庁舎６階）

◎問い合わせ先　（公財）東京市町村自治調査会企画調査部企画課　℡ 042-382-7781

そ
の
他
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檜原村地域おこし協力隊�
新たに２名加わりました！！

　地域おこし協力隊員に８月１日より新たに２名の隊員が加わり、４名の協力隊員で活動を行っています。

◎友
とも

澤
さわ

　勇
ゆう

紀
き

　（東京都世田谷区より檜原村宮ケ谷戸地区へ移住）

　初めまして、友澤勇紀と申します！都心の便利さより、田舎の不自由を求めて

移住しました。既に檜原村の人の温かさに触れ、都心で荒んだ心が癒
いや

されています。

前職は造園会社に勤めており、公共の公園から寺院、病院、個人宅の植栽管理を

していました。今興味があることは林業、木材加工、農業、食、陶芸、鍛
か

冶
じ

です。

　いつでもお声がけください！よろしくお願いします。

◎高
たか

野
の

　優
ゆう

海
み

　（神奈川県川崎市より檜原村笛吹地区へ移住）

　皆さん初めまして！８月から着任いたしました、高野です。自然の近くで、そ

の恵みに生かされている実感を持ちながら暮らしたい、ライターとして働いてき

た経験を生かし、そうした暮らしの魅力を都会に住む人たちにも発信していきた

いという想いから、檜原村に移住しました。村内で見かけた際にはぜひお気軽に

お声かけください。これからどうぞ、よろしくお願いいたします！

◎問い合わせ先　企画財政課むらづくり推進係　℡ 042-519-9556

髙
たか

橋
はし

　春
はる

香
か

（宮ヶ谷戸在住）
　まだまだ暑い日が続き、子どもと一緒に夜風を浴びながら秋を待ちわびています。
　先日、数馬分校の掃除に参加してきました。協力隊は毎年１回、草取りのお手伝いを行っ
ています。旧数馬分校が、思い出がたくさん詰まった当時のままの姿で残されているのは、
閉校になってからも数馬地区の方々の手で大切に管理されているからなのだと聞き、地
元の方の愛情を感じました！
　伝統や歴史、文化を残すことは簡単なことではないですが、村には大切に残し引き継
がれているものがたくさんありますね♪

齊
さいとう

藤　隼
はや

人
と

（上元郷在住）
　新しい協力隊を迎えて１ヶ月が経ちました。４人体制となり、今後も元気に活動して
いきます♪（私自身は檜原村に来て間もなく１年半を迎えます）
　この夏、児童館の朝の体操の時間に参加させていただきました。音楽に合わせて皆で
身体を動かすのは楽しいですね♪普段は車に乗ることも多く、やや運動不足気味なので、
定期的に身体を動かしていきたいと思います。
　先日、親子向けイベントのサポートとして一緒に森の中を散策しました。五感を使い
ながら歩いていると様々な発見があります。参加していた子どもたちは、見つけた花や
昆虫に興味津々でした。自然と人とを繋

つな

ぐ現場には、たくさんの学びがありました。 楽しく身体を動かしました！

檜原村地域おこし協力隊
ひのはらだより Vol.75

左から、
髙橋春香、齊藤隼人

旧数馬分校の草取り作業の様子♪

そ
の
他
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令和４年　9月号

いま、檜原中学校では

【９月の予定】
　１日（木）　ＡＬＴ　食育（１）
　２日（金）　食育（２）
　５日（月）　専門委員会　食育（３）
　６日（火）　ＳＣ
　８日（木）　生徒会役員選挙
　９日（金）　水泳指導終
１２日（月）　修学旅行（３）始
１３日（火）　ＳＣ　巡回相談（奥住先生）

１４日（水）　修学旅行（３）終　職場体験（２）始
１６日（金）　職場体験（２）終
２０日（火）　朝礼　安全指導　ＳＣ
２２日（木）　道徳授業地区公開講座
２６日（月）　専門委員会
２７日（火）　ＳＣ　巡回相談（神戸先生）
２９日（木）　ＡＬＴ
３０日（金）　鑑賞教室

【　教育目標　・学び考える人　・心の豊かな人　・たくましい人　】

１学期後半に実施した行事について報告します。

キャリア探索プログラム
マナー講座

　２年生のキャリア教育の一環で、ハローワー
ク青梅の方に講師をお願いし、職業レディネ
ステストを行ったり、お辞儀の仕方等を学ん
だりしました。職場体験に生かせる学習でし
た。

英語体験

　１・２年生がＴＧＧ（東京グローバル・ゲー
トウェイ）へ行き、場面に合わせて英語での
コミュニケーションを学習しました。売店や
病院でのやりとりや、プログラミング体験を
してきました。

ＳＯＳの出し方に関する教育

　危機的状況に陥ったときの対処法として、
身近にいる信頼できる大人にＳＯＳを出せる
ようにする授業を行いました。今回はストレ
スを感じたときの対処法や、感じ方は人によっ
て異なることを学びました。

夏季健康オリンピック・パラリンピック

　整美保健委員会主催のレクリエーションで、
３日間にわたってお昼休みに開催しました。
１日目は旗揚げ、２日目は色覚え、３日目は
クラス対抗借り物競走を行いました。

学校だより学校だより
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「広報ひのはら」は再生紙を利用しています。

　今年は、３年ぶりとなる檜原村じゃがいも品評会が開催されました。出品されたじゃがいもは、大きさや肌ツヤも良く秀逸な
ものばかりでした。表紙の写真は金賞「檜原村長賞」を受賞した「オイネイモ」です。

テレホンサービスによる診療案内
東京消防庁救急相談センター TEL 042-521-2323 携帯電話・PHSは♯7119

秋川消防署 TEL 042-595-0119
東京都保健医療情報センター TEL 03-5272-0303

世帯と人口 （８月１日現在）
（　）内は前月比

女 

2,039
1,021

世帯数 1,130
4人減

3世帯減

男 1,018 6人減

10人減

本誌に掲載されております各種事業等は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
今後延期・中止となることがありますので、ご承知おきください。

防災行政無線メッセージサービス　ＴＥＬ０４２－５９８－１０３３
過去に放送した内容を聞くことができます。

休日診療医療機関名のお知らせ
日（曜日） 医療機関名 住　　所 電　　話 日（曜日） 医療機関名 住　　所 電　　話
９月
４日（日）

あきる野総合
クリニック

あきる野市
草花１４３９－９ ０４２－５１８－２０８８ １９日（月・祝） いなメディカルクリニック

あきる野市
伊奈４７７－１ ０４２－５９６－０８８１

１１日（日）星野小児科内科クリニック
あきる野市
小川東１－１９－２０�１Ｆ ０４２－５５９－７３３２ ２３日（金・祝） あべクリニック あきる野市

瀬戸岡４７４－６ ０４２－５５８－７７３０

１８日（日）あきるの内科クリニック
あきる野市
二宮１０１１ ０４２－５５８－５８５０ ２５日（日）まつむらこどもクリニック

あきる野市
引田２２５丸徳ビル１０１ ０４２－５５９－３３２２

受付時間　午前９時～午前１１時４５分・午後１時～午後４時４５分

＊午後の診療時間は、変更となる場合がありますので、事前のご確認をお願いします。また、受診する際は診療科目を事前に確認して下さい。

　コロナ対策へのご協力をお願いします！
「マスクの着用」「３密の回避」「手洗い・消毒」などの基本的な感染症対策を徹底しましょう。

!

新生児に贈呈する木のおもちゃ
全６種類になりました

　檜原村では、生まれた赤ちゃんに「誕生祝い品」として

木のおもちゃをプレゼントするウッドスタート事業を行っ

ています。村の木を使い、村の職人が手作りした品物です。

これまでに何度か新規開発を行い、現在では６種類をご用

意。好きな１種類を選んでいただき、村長が「出生祝金」

と一緒にお届けしています。生まれてきた赤ちゃんに、村

の代表的な資源である“木”への親しみを持ってもらうた

めの取り組みです。

◎問い合わせ先　企画財政課企画財政係　内線 211

「第１１回檜原村じゃがいも品評会」


